
鹿児島県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成１９年３月１日

規則第８号

最終改正 平成３０年３月１３日

（趣旨）

第１条 この規則は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する

条例（平成１９年条例第１２号。以下「条例」という。）第３１条の規定に基

づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（旅行取消し等の場合における旅費）

第２条 条例第３条第５項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額

による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の

宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとっ

たにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、

その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受け

ることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超

えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例に

より支給を受けることができた移転料の額の３分の１に相当する額の範囲

内の額

（旅費喪失の場合における旅費）

第３条 条例第３条第６項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額

による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額（輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等

の切符類で当該旅行について購入したもの（以下「切符類」という。）を含

む。以下この条において同じ。）の全部を喪失した場合には、その喪失した

時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額

から喪失を免れた旅費額（切符類については、購入金額のうち、未使用部

分に相当する金額）を差し引いた額



（旅行命令等）

第４条 条例第４条第１項各号に規定する旅行命令又は旅行依頼は、旅行命令

（依頼）簿兼予算執行伺書（様式第１号）又は県内旅行命令（依頼）簿兼予

算執行伺書（様式第２号）によって行わなければならない。

（旅行命令等の変更の申請）

第５条 旅行者が条例第５条第１項又は第２項の規定により旅行命令等の変更

を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなけれ

ばならない。

（路程の計算）

第６条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号

に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条に規定する鉄道

運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る

者により証明された路程

２ 前項第１号又は第２号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号

の規定にかかわらず、同項第３号の規定に準じて計算することができる。

３ 第１項第３号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基

準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とす

る。

４ 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する

場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場等をも起点

とすることができる。

５ 前２項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にか

かわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て定める起点によることができ

る。

（運賃等の算定）

第７条 鉄道賃、船賃及び航空賃並びに路程の算定は、旅客鉄道株式会社及び

日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和６１年法律第８８号）第１条第１



項に規定する旅客会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。

（旅費の概算払）

第８条 旅費は、概算払をすることができる。

２ 旅費の概算払を受けてその精算を終わらないものには、次回の概算払をす

ることはできない。ただし、やむを得ない特別の事情のあるものには、支給

することができる。

（旅費の請求手続）

第９条 条例第１２条に規定する添付書類は、次の各号に掲げる旅費の区分に

応じ、当該各号に定める書類とする。

  (1) 条例第３条第５項に規定する旅費 払戻しの手続をとったにもかかわら

ず払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類

  (2) 条例第３条第６項に規定する旅費 交通機関の事故又は天災その他広域

連合長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書

類

  (3) 条例第７条ただし書、第１８条第１項ただし書及び第２６条ただし書に

規定する旅費、条例第１９条第２項の規定により宿泊した場合における日

当並びに条例第２０条第２項及び第２５条に規定する宿泊料 公務上の必

要又は天災その他やむを得なかったことを証明する書類

  (4) 条例第２２条第３項の規定により期間が延長された場合における移転料

期間延長の決裁済通知書

(5) 条例第２２条に規定する移転料及び条例第２４条に規定する扶養親族移

転料 新在勤地の市区町村で交付される住民票（これにより難い場合にあ

っては、移転を確認できる書類）

  (6) 条例第２８条に規定する遺族の旅費 職員の遺族であることを証明する

書類

（旅費の調整）

第１０条 条例第３０条第２項の規定により、次の各号に該当する場合は、当

該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が広域連合において借り入れ、若しくは広域連合の公用自動車を

使用したとき、又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で使用



したとき 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。

  (2) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の旅客運賃又は急行

料金を支給する必要がないと認められるとき その区分に応ずる旅客運賃

又は急行料金は支給しない。

  (3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道

等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるとき 当該運賃の実費を車

賃として支給することができる。

  (4) 広域連合以外の経費から旅費が支給される旅行であるとき 正規の旅費

額のうち広域連合以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給

しない。

  (5) 前各号に掲げる以外の場合で、著しく他との均衡を失するとき 当該旅

費の額は、これを減額することができる。

（路程の調整）

第１１条 条例第１９条に規定する日当の支給に関して、鉄道、水路又は陸路

にわたる旅行については、水路１キロメートルをもって鉄道又は陸路の２キ

ロメートルとみなして路程を通算する。

（委任）

第１２条 この規則の施行に関し必要な事項及び様式については、別に定める。

ただし、財務会計システム等に登録されている様式は、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日から同日後初めて行う広域連合長の選挙により広域連

合長が選任されるまでの間は、この規則の規定中「広域連合長」とあるのは

「広域連合長職務執行者」とする。

   附 則（平成１９年４月１日規則第１５号）

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則（平成２０年４月１日規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。



   附 則（平成２２年１月２６日規則第２号）

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則（平成３０年３月１３日規則第２号）

この規則は、公布の日から施行する。


